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(12) 昇給への勤務成績の反映状況（平成 25 年度） 

昇給号数は、昇給日前１年間の勤務成績（本県では「人事評価」）に基づき次に掲げる表の区分により決定しています。 
       なお、昇給日は毎年４月１日です。  

 

階  層 
昇 給 区 分 

区  分 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

極めて良好 特に良好 
良好 

（標準） 
やや不良 不 良 

非管理職層 

 
 

 
 

 

評  価   
Ｓ～Ｂ、Ｃ 

（単年） 

Ｃ 

（２年連続） 
Ｄ 

号数 

50歳を超えない職員   ４ ２ ０ 

50歳を超え、55歳を超えない職員   ２ １ ０ 

55歳を超える職員   １ ０ ０ 

初任層職員   ５ ２ ０ 

管理職層 
(課長級以上) 

評  価  Ｓ、Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

号数 

50歳を超えない職員  ６ ３ ２ ０ 

50歳を超え、55歳を超えない職員  ３ ２ １ ０ 

55歳を超える職員  ２ １ ０ ０ 

     (注)１ 非管理職層については、基本的にⅢを適用しています。 
２  管理職層については、評価に基づきⅡ～Ⅴに区分しています。なお、知事部局（一般行政職）で、 人事評価により１区分上位に

決定された職員の割合は、77.3 パーセントです。 
３ 昇給区分の決定は、標準より上位に決定される場合（前年度昇給日から当年度昇給日の前日までの期間に昇任、博士号取得等が

あった場合）及び標準より下位に決定される場合（前年度昇給日から当年度昇給日の前日までの期間に懲戒処分、欠勤、病気休暇
取得等により勤務日不足の場合）があります。 

４ 平成 20 年度から、50 歳を超える職員の標準の昇給号給数を２号給（55 歳を超える職員は１号給）に抑制しています。 
５ 初任層職員とは、新卒採用後一定期間にある職員及びこれに相当する職員です。 

(13) 職員手当の状況 
ア 期末手当・勤勉手当 

(ア) 概要 
民間企業におけるボーナスに相当する手当です。そのうち、勤勉手当は、勤務成績に応じて支給額を決定します。 

(イ) 制度内容（平成 26 年４月１日現在） 
（算定方法） 

期末手当 ＝ 基準日の給料月額等 × 支給割合 × 期間率 
勤勉手当 ＝ 基準日の給料月額等 × 成績率 × 期間率 

(注)１ 「基準日」は、６月１日又は 12 月１日です。 
２ 「基準日の給料月額等」は、基準日の給料月額に、職制上の段階、職務の級等に応じた加算額等を加えた額です。 

３ 勤勉手当の「成績率」は、基準日以前６月間の勤務成績を５段階に評価し、それに応じて率を決定します。 
４ 「期間率」は、基準日以前６月間に勤務していない期間がある場合に、その期間の長さに応じて減額する率です。 

（平成 25 年度の支給割合及び成績率） 

区 分 再任用職員以外の職員 再任用職員 国（再任用職員以外の職員） 

 期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

６月期 
1.13月分 

（0.93） 

0.725月分 

（0.925） 

1.855月分 

（1.855） 

0.61月分 

（0.51） 

0.35月分 

（0.45） 

0.96月分 

（0.96） 

1.225月分 

(1.025) 

0.675月分 

(0.875) 

1.9月分 

(1.9) 

12月期 
1.32月分 

（1.12） 

0.725月分 

（0.925） 

2.045月分 

（2.045） 

0.71月分 

（0.61） 

0.4月分 

（0.5） 

1.11月分 

（1.11） 

1.375月分 

(1.175) 

0.675月分 

(0.875) 

2.05月分 

(2.05) 

計 
2.45月分 
（2.05) 

1.45月分 
（1.85） 

3.9月分 
（3.9） 

1.32月分 
（1.12 ) 

0.75月分 
（0.95） 

2.07月分 
（2.07） 

2.6月分 
(2.2) 

1.35月分 
（1.75) 

3.95月分 
(3.95) 

(注)１ 勤勉手当の成績率は、総額を算出するための支給割合を掲げています。（最も多くの職員に適用される支給割合は 0.71 月
(0.91 月)です。） 

２ (  )内の数値は、特定幹部職員（次長級以上の職員）に適用される支給割合及び成績率です。 

(ウ) 支給実績（平成 25 年度） 

年間支給総額 支給職員数（平成25年12月） １人当たりの平均支給年額 

15,070,803千円 10,930人 1,378,847円 
    

(参考)平成 26 年６月期末・勤勉手当について 

鳥取県（一般行政職：管理職除く） 国（行政職：管理職除く） 

平均年齢                 41.4歳 
平均給与月額               304,940円 
（給料＋扶養手当＋地域手当） 

支給月数                        1.84月 
        （期末1.13月、勤勉0.71月） 

平均年齢                 36.4歳 
平均給与月額               約313,700円 
（俸給＋扶養手当＋地域手当等） 

支給月額                         約1.87月 
              （期末1.225月＋勤勉0.645月） 

平均支給額                  561,090円 平均支給額                  約586,700円 

(注)１ 国の数値は、内閣官房内閣人事局の報道資料によるものです。 
              ２ 勤勉手当の支給月数は、成績標準者の月数です。 

(エ)  勤勉手当への勤務実績の反映状況 

            鳥取県では、評価期間における勤務成績に基づき、次に掲げる表の区分により成績率を決定しています。なお、勤務成績の評価は、
絶対評価であり、実際の評価の方法については、人事評価の基準の一部を準用しています。 
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 １ ２ ３ ４ ５ 

成 
績 

率 

特定幹部職員 110/100 96/100 91/100 70/100 45/100以下 

その他の職員 90/100 80/100 71/100 55/100 40/100以下 

          (注) 成績率は、表区分より低い率に決定される場合（評価期間に懲戒処分等があった場合）があります。 
 

イ 退職手当 
(ア) 概要 

 常勤の職員（臨時的任用職員及び再任用職員を除く。）が退職した場合に支給します。 

(イ) 制度内容（平成 26 年４月１日現在） 

（算定方法） 
支給額 ＝ 退職手当の基本額（退職日の給料月額 × 支給率 × 調整率） ＋ 退職手当の調整額 

(注)１ 退職手当の調整額は、在職中の職務貢献度によって手当額に較差を設けるものであり、具体的には職員が受けていた給

料表、職務の級等に応じて決定します。 
２ 25 年以上勤続した年齢 50 歳以上の職員が、定年前に勧奨等により退職する場合には、「給料月額」に、定年前の年数

１年当たり２パーセント（最高 20 パーセント）の加算があります。 

３ 平成 25 年４月１日付けで、以下のとおり調整率を段階的に引き下げる改正を行いました。 
 
 

 
（退職手当の基本額） 

区   分 自己都合 勧奨・定年・早期退職 

勤 続 20 年 21.62月分 27.025月分   

勤 続 25 年 30.82月分 36.57月分   

勤 続 35 年 43.7月分 52.44月分   

勤 続 40 年 49.22月分 52.44月分   

 
（退職手当の調整額の区分） 

区 分 調整月額 

行政職給料表の場合 

平成８年４月１日から

平成18年３月31日まで 
平成18年４月１日以降 

第１号 50,000円 11級 ９級 

第２号 45,850円 10級 ８級 

第３号 41,700円 ９級 ７級 

第４号 33,350円 ８級 ６級 

第５号 25,000円 ７級 ５級 

第６号 20,850円 ６級 ４級 

第７号 16,700円 ５級又は４級 ３級 

第８号 ０円 ３級以下 ２級以下 
(注)１ 退職手当の調整額は、在職期間を月ごとに第１号～第８号に区分し、額の多いものから 60 月分を合計した額です。 

２ 制度については、国と同じです。 

(ウ) 支給実績（平成 25 年度） 

年間支給総額 支給職員数 １人当たりの平均支給年額 

7,621,733千円 
(7,164,927千円) 

373 人 
(300 人) 

20,433,600円 
(23,883,091円) 

(注) ( )内は、勧奨、定年及び早期退職制度による退職者への支給実績を再掲したものです。 
 

ウ 地域手当 

(ア) 概要 
民間賃金、物価及び生計費が特に高い東京、大阪等の地域に在勤する職員等に支給します。 

(イ) 制度内容（平成 26 年４月１日現在） 

 (算定方法) 
支給月額 ＝ （ 給料月額 ＋ 管理職手当 ＋ 扶養手当 ） × 支給率 

(注) 支給率は、職員が在勤する地域ごとに定めています。各地域の支給率は、次の「(ウ)支給実績」に掲げています。 

(ウ) 支給実績（平成 25 年度） 

年 間 支 給 総 額 28,331千円 

支  給  職  員  数  54人 

１人当たりの平均支給年額 524,643円 

支給対象地域（主な該当機関） 支 給 率 支給対象職員数 国の制度(支給率) 

特別区等（東京本部） 18％ 27人     18％ 

大阪市等（関西本部） 15％ 13人   15％ 

名古屋市等（名古屋本部） 12％ ４人   12％ 

その他派遣地域 

10％ ４人   10％ 

  ６％ ５人     ６％ 

  ３％  １人   ３％ 

平均支給率 14.9％ －  14.9％ 

 

改正前 平成 25 年度中 平成 26 年度中 平成 27 年度以降 

104/100 98/100 92/100 87/100 
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エ 特殊勤務手当 

(ア) 概要 
  著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務に従事する職員に、その特殊勤務の実績に応じて支給します。 

(イ) 制度内容（平成 26 年４月１日現在）及び支給実績（平成 25 年度） 

年  間  支  給  総  額 420,185千円 

１ 人 当 た り の 平 均 支 給 年 額 86,476円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 46.5％ 

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ） 

                   42 種類     

知事部局  18種類 
教育委員会 ５種類 
警察     19種類（うち知事部局と重複する手当を除いたも 

の15種類）       

手当名称 
主な支給 
対象職員 

主な支給対象業務 支給単価等 年間支給額 
支給人員 
（延べ） 

困難折衝等 
業 務 手 当 

職員 納税義務者、特別徴収義務者等を訪問し、接見し
て行う徴収、調査、差押え等の業務 

日額600円 
（４時間未満60/100） 

 （相手方が積極的加害 
  意思 日額1,200円) 

473千円 28人 

社会福祉法等に基づき、援護、育成、更正その他

の措置を要する者を訪問し、接見して行う指導、
相談、調査等の業務 

３千円 ３人 

  緊急に児童を一時保護する業務及び当該業務に
付随する一連の要保護者、親権者等に接見して行
う指導、相談又は調査の業務 

 ― ― 

 職員（医師を

除く。） 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基

づく調査、精神保健指定医の診察の立会い、精神
障害者を訪問して行う精神障害者の福祉に関す
る相談、指導等の業務 

 ４千円 ２人 

職員 用地の取得、使用、損失の補償のために、土地所
有者又は関係人を訪問し、直接接見して行う折衝
の業務のうち、心身に著しい負担を与えるもの 

― ― 

勤務公署以外の場所において、公用の携帯電話等
を用いて正規の勤務時間以外の時間に行う心身
に著しい負担を与える児童虐待、配偶者からの暴

力等に係る相談、通報への対応等の業務 

月額11,000円 5,247千円 47人 

防 疫 等 
業 務 手 当 

職員 
 

病原体に汚染されている区域において行う患者
の看護、病原体の付着した物件等の処理作業、患

者の移送業務 

日額300円 402千円 42人 

伝染性疾病の病原体に汚染されている区域にお

いて行う患畜の処理、解剖又は解体検査等の業務 

患畜の処理等   日額300円 
死亡畜の解剖等及び患畜等
の解体検査等 

日額1,200円 

保健所保健師 結核患者の療養指導、問診、入院勧告、感染症患
者検査における採血等の業務 

日額300円 
（結核療養指導等は４ 

時間未満60/100） 

衛生環境研究
所職員 

感染症の病原体が付着した物件等に対する検査、
調査等の業務 

日額300円 
（４時間未満60/100） 

児童生活支 
援業務手当 

喜多原学園職
員 

喜多原学園の児童生活指導業務 月額22,000円 
ただし、従事日数が少ない
場合は減額 

 １日～７日 30/100 
８日～14日 60/100 

8,294千円 52人 

 皆成学園保育

士 

皆成学園における起居を共にして行う児童生活

指導業務 

月額11,000円 

ただし、従事日数が少ない
場合は減額 

１日～７日 30/100 

８日～14日 60/100 

  

放 射 線 

取 扱 手 当 

診療放射線技

師 

エックス線その他の放射線を人体に対して照射

する作業（１月に実効線量100マイクロシーベル
ト以上の外部放射線を被ばくする場合に限る。） 

月額5,500円 39千円 １人 

医 療 

業 務 手 当 

総合療育セン

ター医師及び
歯科医師 

患者に接して行う医療業務又は公衆衛生業務 総合療育センター院長 

  月額44,000円 
同副院長等 月額29,000円 
同医長等  月額24,000円 

医師等   月額20,000円 
ただし、従事日数が少ない
場合は減額 

 １日～７日 30/100 
 ８日～14日 60/100 

2,575千円 ９人 
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精神保健福祉
センター、保
健所等医師及
び歯科医師 

所長等     日額1,220円 
課長等     日額1,110円 

海 上 危 険 

業 務 手 当 

漁業取締船、

水産試験船又
は実習船の乗
組員 

海上で行う次に掲げる業務 

ア 注意報、警報及び特別警報のうち航海に
おいて危険と認められるものが行われてい
る期間に行われる巡視、試験調査、実習又

は講習のための航海の業務 
イ 日没時から日出時までの間において行わ
れる試験調査、実習又は講習の業務 

日額600円 

（４時間未満60/100） 

1,105千円 90人 

夜間定時制 
業 務 兼 務 
手 当 

全日制課程又
は昼間におい
て授業を行う

定時制課程の
授業に従事す
ることを本務

とする教育職
員 

本務に係る正規の勤務時間を超えて夜間におけ
る定時制課程の授業に従事する業務 

授業１時間600円 54千円 ２人 

乗 船 実 習 
指 導 手 当 

教育職員 実習船に乗り組み、航海中に生徒に対して行う実
習指導業務 

日額5,100円 1,127千円 ７人 

種 雄 牛 馬 

等 取 扱 
手 当 

畜産試験場職

員、中小家畜
試験場職員及
び倉吉農業高

等学校職員 

種雄牛馬又は種雄豚の自然交配、精液の採取等の

ため種雄牛馬又は種雄豚を御する作業及び恒温
室における精液の保存処理作業 

日額300円 

  （４時間未満60/100） 

261千円 14人 

総合事務所職

員及び生活環
境事務所職員 

鳥獣の捕獲、搬送等の業務 

多 学 年 

学 級 担 当 
手 当 

小学校又は中

学校の２以上
の学年の児童
又は生徒で編

成されている
学級を担当す
る教育職員の

うち、教諭、
助教諭及び講
師 

当該学級における授業又は指導業務（２以上の学

年の児童又は生徒で編成されている学級を引き
続き１週間以上担当する場合に限る。） 

３学年学級     日額350円 

２学年学級     日額290円 

169千円 ３人 

取締等業務 
手 当 

麻薬取締員 麻薬及び向精神薬取締法第54条第５項に規定す
る職務 

日額600円 
 

53千円 ６人 

漁業取締船乗
組員 

海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しく
は被疑者の検挙又はこれらの船舶の追跡その他

の取締業務 

爆 発 物 
検 査 手 当 

職員 大規模な事故により重大な災害が発生した箇所
又はその周辺における火薬類取締法等の規定に

基づく立入検査 

日額300円 ― ― 

と畜検査等

業 務 手 当 

食肉衛生検査

所職員 

と畜検査員が行う獣畜のと殺検査、解体検査等の

業務 

月額22,000円 

ただし、従事日数が少ない
場合は減額 

    １日～７日 30/100 

    ８日～14日 60/100 

2,788千円 15人 

食肉衛生検査所長が行う獣畜のと殺検査、解体検
査等の業務 

日額1,200円 

解体された獣畜の肉、内臓、血液等の採取及び検
査業務 

月額11,000円 
ただし、従事日数が少ない
場合は減額 

１日～７日 30/100 
８日～14日 60/100 

狂 犬 病 

予 防 等 
業 務 手 当 

総合事務所職

員及び生活環
境事務所職員 

犬の捕獲若しくは検診、狂犬病の予防注射又は野

犬等の収容の業務 

日額300円 

  （４時間未満60/100） 

83千円 11人 

野犬等の殺処分の業務 日額600円 

夜 間 看 護 
手 当 

総合療育セン
ター看護師及
び准看護師 

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深
夜（午後10時から翌日の午前５時までの間）にお
いて行われる看護等の業務 

深夜勤務４時間以上 
          １回3,300円 

２時間以上４時間未満 

          １回2,900円 
２時間未満   １回2,000円 
（勤務交代の加算あり） 

10,021千円 39人 



 

- 15 - 

 

潜 水 手 当 職員 潜水器具を着用して従事する潜水作業 潜水深度20メートルまで 
      １時間300円 

20メートルを超え、30メー

トルまで   １時間600円 
30メートルを超えるとき 

    １時間1,200円 

19千円 ５人 

特 殊 現 場 
作 業 手 当 

職員 地上又は水面上15メートル以上の足場の不安定
な箇所で行う工事の監督、検査、測量、調査、指
導等の業務 

 日額300円 
 （４時間未満60/100） 

780千円 116人 

トンネルの坑内で行う監督、検査、測量、調査、
指導等の業務 

県土整備部職
員及び総合事
務所職員 

夜間、警報発令時等に交通を遮断することなく行
う道路維持修繕、除雪等の作業 

 日額600円 
  （４時間未満60/100） 

道路等における鳥獣死体処理作業 日額300円 

家 畜 
保 健 衛 生 

業 務 手 当 

家畜保健衛生
所獣医師 

家畜保健衛生所法に規定する家畜の伝染病の予
防又は保健衛生のために必要な試験、検査、診断

等の業務で家畜等に直接接して行うもの 

 日額300円 
  （４時間未満60/100） 

2,710千円 81人 

死亡畜の解剖業務、患畜等の解体検査等の業務 日額1,200円 

畜産試験場職
員及び中小家

畜試験場職員 

牛豚に対して行うワクチン接種又は疾病治療業
務 

日額300円 

中小家畜試験

場職員 

死亡畜の解剖業務 日額1,200円 

有 害 物 等 
取 扱 手 当 

職員 密閉した建築物等の内部で行うクロールピクリ
ン、ホルマリン又は二硫化炭素を使用して行うく

ん蒸作業、毒物及び劇物に関わる作業のうち大量
のガスの発生を伴うもの 

日額300円 18千円 １人 

建築物等の内部で行う毒物その他人体に有害な
成分を含有する危険物質の散布作業又はその現
場における直接の指導業務 

日額300円 
（毒物以外４時間未満

60/100） 

環境衛生検
査 等 業 務 
手 当 

総合事務所職
員及び生活環
境事務所職員 

アスベスト除去作業立入検査業務 日額300円 
（４時間未満60/100） 

13千円 ９人 

教 員 特 殊 
業 務 手 当 

教諭、養護教
諭、栄養教諭

、助教諭、養
護助教諭、講
師、実習助手

及び寄宿舎指
導員 

非常災害時における児童又は生徒の保護等の業
務 

児童又は生徒の疾病等に伴う救急の業務 
児童又は生徒に対する緊急の補導業務 

日額3,200円 
（心身に著しい負担加

算あり） 
救急、補導業務の場合 

日額3,000円 

229,034千円 9,672人 

修学旅行、林間・臨海学校等において児童又は生
徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの 

１時間以上２時間未満 
600円 

２時間以上３時間未満 
   1,200円 

３時間以上４時間未満 
1,800円 

４時間以上５時間未満 
2,400円 

５時間以上６時間未満              
3,000円 

６時間以上 
              3,600円 

対外運動競技等において児童又は生徒を引率し
て行う指導業務で泊を伴うもの又は週休日等に

行うもの 

部活動における児童又は生徒に対する指導業務
で週休日等に行うもの 

農場等の管理業務、家畜及び家畜舎等の管理業務
又は家畜等の分べんの補助に係る業務で週休日

等に行うもの 

入学者選抜における採点又は合否判定の業務で
週休日等に行うもの 

日額900円 

災害応急作

業 等 手 当 

職員 異常な自然現象又は大規模な事故等により重大

な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場
において行う巡回監視業務 

日額600円 

（危険区域等の加算あり） 

1,541千円 64人 

異常な自然現象又は大規模な事故等により重大
な災害が発生し、又は発生するおそれの著しい箇
所で行う応急作業等業務 

          日額1,200円 
（危険区域等の加算あり） 

航空機に搭乗して行う消火活動、救急業務その他
の消防活動、防災業務、教育訓練等の業務 

１時間1,200円 
教育訓練 １時間600円 

  （夜間等の加算あり） 

教 育 業 務 
連 絡 指 導 

手 当 

小学校、中学
校、高等学校

又は特別支援
学校に所属す
る教諭及び養

護教諭 

教務その他の教育に関する業務についての連絡
調整及び指導助言の業務 

日額200円 
 
 
 

50,164千円 1,083人 

犯罪予防・ 
捜 査 手 当 

警察職員 犯罪予防、捜査及び被疑者の逮捕の作業 日額560円 
（逮捕以外４時間未満 
60/100） 

捜査本部職員 
日額280円加算 

16,196千円 670人 
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警 ら 手 当 警察職員 警ら活動中の犯罪の予防又は検挙、事件又は事故
の処理、交通の指導取締り、少年の補導、不審者
への職務質問、市民に対する保護その他の作業 

  日額340円 
（４時間未満60/100） 

16,466千円 407人 

犯 罪 鑑 識 
手 当 

警察職員 犯罪鑑識作業、実験用爆発物の製造若しくは解体
作業又は実験用爆発物を用いて行う爆発実験作
業 

現場におけるもの 
日額560円 

現場以外におけるもの 
日額280円 

（４時間未満60/100） 

758千円  204人 

交 通 捜 査 

取 締 手 当 

警察職員 交通事件又は交通事故の捜査作業 日額560円 

（逮捕以外４時間未満
60/100） 

高速道路上において従事し

た場合   日額280円加算 

8,607千円 562人 

交通取締用自動二輪車に乗車して行う交通取締
作業 

日額560円 
（４時間未満60/100） 

高速道路上において行う交通取締作業            日額460円 
（４時間未満60/100） 

上記以外の交通取締作業         日額310円 
（４時間未満60/100） 

死 体 取 扱 
手 当 

警察職員 検視作業 １体3,200円 17,864千円 928人 

死体取扱作業 日額1,600円 
（特別な状態にある死

体の加算あり） 

看 守 手 当 警察職員 留置施設における被疑者の看守作業、被疑者の護

送作業 

日額330円 

（４時間未満60/100） 

4,567千円 309人 

緊 急 走 行 
手 当 

警察職員 緊急自動車に乗車して行う緊急走行作業 日額420円 240千円 222人 

警備艇運航 
手 当 

警察職員 夜間、警報発令時等に警察活動のため警備艇を運
航する作業 

日額300円 
（４時間未満60/100） 

１千円 ２人 

通 信 指 令 

手 当 

警察職員 通信指令課に勤務する職員による緊急通報の受

理及びこれに伴う警察無線電話による指令の通
信の作業 

日額230円 

（４時間未満60/100） 

828千円 19人 

特殊危険物 
質危険区域 
内作業手当 

警察職員 サリン等による被害の危険がある区域内におい
て行う作業 

日額250円 
 （４時間未満60/100） 

― ― 

潜 水 手 当 警察職員 潜水器具を着装して行う潜水作業 
 

潜水深度20メートルまで  
１時間300円 

20メートルを超え、30メート

ルまで    １時間600円 
30メートルを超えるとき  

１時間1,200円 

（危険環境等の加算あり） 

４千円 ５人 

航 空 手 当 操縦士の資格

を有する警察
職員 

航空機の操縦作業 月額35,000円

ただし、従事日数が少ない
場合は減額 

１日～３日 30/100 

４日～６日 60/100 

4,460千円 36人 

航空整備士の
資格を有する

警察職員 

航空機の整備作業 月額20,000円 
ただし、従事日数が少ない

場合は減額 
１日～７日 30/100 
８日～14日 60/100 

警察職員 航空機に搭乗して行う航空機の操縦作業 １時間5,100円 
（夜間等の加算あり） 

航空機に搭乗して行う航空機の整備作業 １時間2,200円 
（夜間等の加算あり） 

航空機に搭乗して行う捜索救難、犯罪の捜査又は
鎮圧、警備、交通の取締り等の作業 

１時間1,200円 
（夜間等の加算あり） 

航空機に搭乗して行う教育訓練 １時間600円 

（夜間等の加算あり） 

爆発物処理 

作 業 手 当 

警察職員 爆発物容疑物件に接近して行う作業 １回5,200円 36千円 ７人 

特殊危険物 
質処理作業 

手 当 

警察職員 特殊危険物質等が発散又は漏えいしている状況
下で行う救助活動、被疑者の逮捕、捜索、差押又

は検証等の捜査活動 

１回5,200円 ― ― 

特殊危険物質等の処理作業 特殊危険物質等が発散、漏

えいしている状況下で行う
もの     １回5,200円 
特殊危険物質等が発散、漏

えいしていない状況下で行
うもの       １回2,600円 
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災 害 応 急 
手 当 

警察職員 火薬類、高圧ガスによる大規模な事故により重大
な災害が発生した箇所又はその周辺において行
う立入検査作業 

日額300円 6,458千円 90人 

  山岳における人命救助のための救難捜索で危険
かつ困難を伴う作業 

日額600円   

異常な自然現象若しくは大規模な事故により重
大な災害が発生した箇所又はその周辺において
行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、

運用又は保守、鑑識等の作業 

日額840円 
（夜間等の加算あり） 

身 辺 警 護 警察職員 天皇等の警衛作業           日額1,150円 183千円 39人 

手 当  その他の対象者の警衛作業又は警護作業 日額640円    

海外犯罪情 
報収集手当 

警察職員 日本国外において行う犯罪の捜査に関する情報
収集作業 

 日額1,100円 ― ― 

銃 器 犯 罪 
捜 査 手 当 

警察職員 防弾装備を着装し、武器を携帯して行う銃器等を
使用している犯罪現場における犯人の逮捕等の

作業 

日額1,640円   ― ― 

防弾装備を着装し、武器を携帯して行う銃器を所
持する犯人の逮捕の作業 

日額1,100円 

銃器犯罪捜査に付随して、銃器等の射程範囲内等
への配置の指示を受け、犯人の逮捕等の作業を支

援する作業 

日額1,100円又は820円 

銃器が使用された暴力団の対立抗争事件に伴う
暴力団事務所等に対する張付警戒の作業 

日額820円 

暴力団等による危害を防止するために保護を受
ける者の身辺警護又は居宅等に対する張付警戒

の作業 

夜 間 特 殊 
業 務 手 当 

警察職員 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深
夜（午後10時から翌日の午前５時までの間）にお

いて行われる業務 

全部深夜勤務 １回1,100円 
一部深夜勤務 

２時間以上  １回730円 
２時間未満  １回410円 

25,264千円 465人 

緊 急 呼 出 
( 加 算 ) 

警察職員 緊急の呼出しにより、正規の勤務時間以外の時間
において従事した犯罪捜査等、鑑識、交通取締 
り、爆発物の処理又は特殊危険物の処理の作業 

１回1,240円 
 

1,277千円 223人 

オ 時間外勤務手当 
(ア) 概要 

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に支給します。 

(イ) 制度内容（平成 26 年４月１日現在） 
（算定方法） 

支給額 ＝ （時間外勤務１時間当たりの支給額） × （時間外勤務時間数） 
（時間外勤務１時間当たりの支給額） 

時間外勤務１時間当たりの支給額 ＝［{(給料月額 ＋ 地域手当 ＋ 初任給調整手当 ＋ へき地手当(これに準ずる手当を含む。) 

＋ 定時制通信教育手当 ＋ 特地勤務手当に準ずる手当 ） × 12月 ｝ 
÷（ 38 時間 45 分 × 52 週 － 465 分 × 18 ÷ 60）＋ １時間当たりの特殊勤務手当］ 
× 支給率 

（支給率） 
正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 125/100（午後 10 時から翌日の午前５時までの間の勤務は、25/100 を加算、月

60 時間を越える勤務は 150/100） 

上記以外の勤務 135/100（同上） 

(ウ) 支給実績 

年      度 年間支給総額 
支給対象職員数 

(各年４月１日現在) 
１人当たりの 
平均支給年額 

平 成 25 年 度 2,175,988 千円 4,613 人 471,708 円 

平 成 24 年 度 2,082,313 千円 3,534 人 589,223 円 

カ その他の手当等 

区  分 制度内容（平成26年４月１日現在） 
国の制度
との異同 

国の制度と 
異なる内容 

平成25年度支給実績 

扶 養 手 当 
 

ア 配偶者                          月額10,500円 
イ 配偶者以外の扶養親族             月額6,500円 
ウ 配偶者のない職員の扶養親族のうち                    

  １人目まで                月額11,000円    
エ 15歳に達する日後の最初の４月１日   

から22歳に達する日以後の最初の３月 

31日までの間にある子（加算額）     １人月額5,000円 

異なる 配偶者を扶養
している場合
月額13,000円

支給 

（総 額）1,195,959千円 
（職員数）   5,175人  
（平 均） 231,103円  

例 配偶者と子１人(16歳)を扶養親族としている場合 
 ア 10,500円 ＋ イ 6,500円 ＋ エ 5,000円 ＝ 22,000円 

住 居 手 当 借家・借間居住者（家賃月額12,000円以下の場合を除く。） 
家賃の額に応じ、最高月額27,000円まで支給 

同じ - （総 額） 609,226千円  
（職員数）  1,936人  
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単身赴任手当受給者で配偶者に居住させるため借家・借間を借
り受けている者 

借家・借間居住者の例によった場合の額の２分の１相当額 

同じ - （平 均）  314,683円  

通 勤 手 当 交通機関等利用者 
  運賃等の額を支給 
   ・定期券と回数券のうち安価な方の額による。 

   ・定期券は、６月以内の最も長い期間のものの額による。 
・１月当たり55,000円を上限とする。 

同じ - （総 額） 975,013千円 
（職員数）  8,920人  
（平 均） 109,306円  

自動車等使用者 
  通勤距離に応じ、月額2,200円から46,400円までの範囲内で
支給 

異なる 通勤距離に応
じ、月額2,000
円から24,500

円までの範囲
内で支給 

特別急行列車等を利用する場合 

  上記の額に特別急行料金等の運賃等の２分の１の額を加算 

異なる 異動に伴って

利用すること
となった職員
等に限り１月

当たり２万円
まで支給 

駐車料金を負担している場合（パーク・アンド・ライド） 
 交通機関等及び自動車等に係る通勤手当をともに受けてい
る職員が、交通機関の利用に伴って駐車場を利用し駐車料金を

負担することを常例としている場合に、当該駐車料金に相当す
る額（１月当たり３千円を上限とする。）の通勤手当を支給 

異なる 鳥取県独自の
制度 

ノーマイカー運動に参加している場合 

 ノーマイカー運動参加者に対し、１月当たり３往復程度参加
することを想定した通勤手当を支給 

教 職 調 整 額 義務教育諸学校等（小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校）の一定の教育職員に対し、その職務及び勤務態様の特殊性
を考慮して支給 

（算定方法） 支給月額 ＝ 給料月額 × ４／100 

  （総 額） 847,106千円 
（職員数）  4,792人  
（平 均） 176,775円  

管 理 職 手 当 一定の管理・監督の地位にある職員（管理職員）に対して支給 

（支給月額） 
  給料表、職務の級、手当区分に応じた定額 

同じ - （総 額） 716,548千円 

（職員数）  1,050人  
（平 均） 682,427円  

初 任 給 調 整 
手     当 

採用による欠員補充が困難である職（医師・歯科医師・獣医 
師）の給与水準を調整し、人材確保を容易にするため支給 

（支給月額） 
経験年数の増加に応じて減少する定額（最高月額306,000

円） 

同じ - （総 額） 59,787千円 
（職員数）    33人 

（平 均）1,811,714円  

単身赴任手当 異動等を原因として単身赴任となった職員に対し、二重生活を
送ることによる経済的負担を軽減すること等を目的に支給 
（算定方法） 

支給月額 ＝ 23,000円 ＋ 加算額 
（加算額） 

職員の住居と配偶者の住居の交通距離に応じて、6,000円

から45,000円までの範囲内（交通距離が100キロメートル未
満の場合は、加算なし） 

同じ - （総 額）  58,759千円 
（職員数）   184人  
（平 均） 319,342円  

へき地手当等 山間地等生活の著しく不便な地に所在する小学校に勤務する
教職員の特殊事情を考慮し、必要な人材確保を容易にすること
で教育の振興を図ることを目的として支給 

（算定方法） 
支給月額 ＝ （給料月額 ＋ 扶養手当） × 支給率 

（支給率） 

学校ごとに２／100又は４／100の率（へき地手当に準ずる
手当は１／100） 

  （総 額）    1,727千円 
（職員数）     31人  
（平 均）   55,704円  

定 時 制 通 信 

教 育 手 当 

高等学校の教育職員のうち、夜間の定時制教育又は通信教育に

従事する職員に対し、その職務の複雑・困難性を考慮し、優秀
な人材確保を容易にすることを目的に支給 
（支給額） 

  定時制の課程を置く高等学校の職員に対しては月額 
20,000円、通信制の課程を置く高等学校の職員に対しては 
月額10,000円 

  （総 額）    8,999千円 

（職員数）    45人  
（平 均） 199,968円  

特地勤務手当 
に準ずる手当 

生活の不便な地に所在する公署に異動し、異動に伴って住居を
移転する場合における精神的な負担や生活の不便を考慮し、そ

のような公署にも必要な職員を配置しやすくするために支給 
（算定方法） 

支給月額 ＝（支給対象公署に異動した時点の給料月額＋

扶養手当）× 支給割合 
（支給割合） 

異動等の日からの経過期間等によって２／100から                   

５／100の割合 

同じ - （総 額）    - 千円 
（職員数）   - 人 

（平 均）     - 円 
 
※職員数が少ないため、掲

載していません。 
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災害派遣手当 災害応急対策又は災害復旧のため、県が、国又は他の地方公共
団体から職員の派遣を受けた場合に、派遣職員に対して支給 
（算定方法） 支給額 ＝ 滞在日数 × 基準額 

（基準額） 
滞在期間の長さ及び利用する施設の種類に応じて、日額

3,970円から6,620円までの範囲内 

同じ - - 

休日勤務手当 休日（国民の祝日及び年末年始）において、正規の勤務時間中
に勤務した場合に支給 
（算定方法） 

  支給額 ＝ 時間数 × １時間当たりの給与額 × 135／
100 

同じ - （総 額） 201,488千円 
（職員数）    815人  
（平 均） 247,225円  

夜間勤務手当 正規の勤務時間が深夜（午後10時から翌日の午前５時まで）に
わたる職員に対し、その深夜の勤務に対する割増賃金として支
給 

（算定方法） 
  支給額 ＝ 時間数 × １時間当たりの給与額 × 25／100 

同じ - （総 額）  67,026千円 
（職員数）    554人  
（平 均） 120,986円  

宿 日 直 手 当 休日又は勤務時間外に、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外

部との連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする宿日直勤
務を行った場合に支給 
（支給額） 勤務１回当たり次の額 

一般の 
宿日直 

医師・歯科医師 警察署当直責任
者、事件当直者、

学寮当直者等 
一 般 特定幹部職員 

4,200円   20,000円 12,000円 7,200円 

（注） 宿日直勤務の時間が５時間未満の場合は、これらの
１／２の額 

同じ - （総 額） 283,266千円 

（職員数）   926人  
（平 均） 305,902円  

管 理 職 員 

特別勤務手当 

管理職員が臨時・緊急その他の公務運営の必要により、週休日

又は休日に勤務した場合に支給（管理職員には通常の時間外勤
務手当等は支給しません。) 
（支給額） 

  勤務１回当たり4,000円から12,000円までの範囲内（最高額
は、部長級の職員等の場合） 
  勤務が６時間を超える場合には、150/100を乗じた額 

同じ - （総 額）  12,852千円 

（職員数）     38人  
（平 均） 338,211円  

義 務 教 育 等 
教員特別手当 

義務教育諸学校等の教育職員に優秀な人材を確保することを
目的に支給 
（支給月額） 

その者の属する職務の級及び受ける号給に応じて、月額
2,000円から8,000円までの範囲内 

  （総 額） 385,737千円 
（職員数）  5,282人  
（平 均）  73,029円  

(注) 「平成 25 年度支給実績」欄の「（総額）」は平成 25 年度年間支給総額を、「（職員数）」は平成 25 年度支給職員数（一部は、平
成 25 年４月１日現在支給対象職員数）を、「（平均）」は支給職員１人当たりの平均支給年額を表します。 

 
(14) 特別職の報酬等の状況 
ア 給料月額等（平成 26 年４月１日現在） 

区  分 給料・報酬月額 期 末 手 当 退  職  手  当 

知  事   1,178,000円 （算定方法） 

給料(報酬)月額×145／100×支給
割合 

（支給割合） 

 （知事・副知事） 
  ６月期 1.31 月分 
  12月期 1.40 月分 

    計   2.71 月分 
 （議長、副議長及び議員） 
  ６月期 1.32 月分 

  12月期 1.42 月分 
   計  2.74 月分 

（算定方法）退職時の給料月額 × 在職月数 × 支給率 

（支 給 率）知 事 50／100 
      副知事 40／100 
（支給時期）最終退職時に支給（任期ごとの支給も可能） 

（１期の手当額）知 事 28,272,000円  
                副知事 16,876,800円 

副 知 事  879,000円 

議  長  864,900円 

 （930,000円） 
※平成19年４月の改定により、知事、副知事等について

は、退職手当を大幅に引き下げるとともに、給与総額
（退職手当を含む。）を約７パーセント引き下げたこ

とにより、全国的に見ても低い水準となっています。 
また、平成21年度には、期末手当について0.03月 

分、平成22年度には0.16月分の引き下げを行いまし 

た。 

副 議 長  762,340円 

（ 811,000円） 

議  員    719,150円 
（ 757,000円） 

(注)１ 議長、副議長及び議員の給料・報酬月額欄のうち（ ）内は、減額措置を行う前の額です。 
２ 退職手当額は、平成 26 年４月１日時点の給料月額に基づき、１期（48 月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

イ 平成 25 年度年間支給実績 

区  分 給料・報酬 期 末 手 当 合    計 

知  事     14,136,000円 4,628,951円 18,764,951円 

副 知 事 10,548,000円 3,454,030円 14,002,030円 

議  長 10,378,800円 3,436,247円 13,815,047円 

副 議 長       9,148,080円 3,028,776円 12,176,856円 

議  員 
273,181,111円 
（8,536,910円） 

91,133,646円 
（2,847,926円） 

364,314,757円 
（11,384,836円） 

(注) 「議員」欄の上段は、議長及び副議長を除く議員全員の合計です。下段の（ ）内は、議員１人当たりの額です。 

       

 


